
1つ目に、餌になるものを野外に放置しない！
　集落内に放置された生ごみ、収穫されない果実、遅れ穂などは格好のエサとなります。
2つ目に、地域ぐるみで追い払いをしましょう！
　サルの唯一の天敵は人間です。追い払いや、威嚇など
の行為は諦めずに地域全体で協力してやりましょう。

3つ目に、防護柵の設置をしましょう！
　電気柵と組み合わせるとより効果がでます。（通電式
支柱の活用）

子育て支援センター
わくわくひろば ℡0967（65）8580

〈お知らせ〉
※都合により、開所日時の変更や、行事
予定の変更、中止の可能性があります。
村ホームページ、またはわくわくひろば
℡0967（65）8580にてご確認ください。※（要予約）のイベントは、事前の来所での予約が必要となります。

　お誕生者以外でも参加できます。みんなでお祝いしましょう！

参加の際には、必ず事前予約を!!

　「わくわくひろば」は、乳幼児から就学前のお子さんと保護
者が一緒に遊べる、親子の交流や育児の情報交換の場です。
毎月楽しい行事などを行っております。どなたでも無料で利
用できますので、子育てに不安を感じたとき、一緒に子育て
をする友だちが欲しいときなどお気軽にお越しください。

■開設日時　毎週火～土曜日（祝日は閉所）
　　　　　　午前10時～午後3時
■場　　所　LOOPみなみあそ2階

10月行事予定（午前10時30分から）

ぶどう狩りに行きました。 勇沢津水源に行きました。10日

31日

（木）

（木）

わくわく運動会（要予約）
場所：LOOPみなみあそフリールームA
親子で走って踊って楽しみましょう！
ママヨガwithベビー（要予約）
体を動かして、リフレッシュしませんか？

鳥獣被害に関する
質問を募集中です。

〈問い合わせ〉農政課 林務整備係　℡0967（67）2707

農作物被害で困っている。
誰に聞いたらいいの？～教えてジビエ協力隊 Vol.7 ～
～二ホンザル編～

こちらから受け付けています

　ニホンザルは運動能力や学習能力が非常に高い生き物です。サルが現れた場合、追い払うことなく放っておくと、
サルはその状況に慣れてしまい、出没回数が増えて次第に農作物への被害も増えていきます。

村民みんなで「ハートがたくさんの村」をつくりましょう。　総務課 人権政策係　℡0967（67）1111

Vol.222ハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、明るい南阿蘇村をつくりましょう。

二ホンザルってどんな生き物なの？

サルの出没を防ぐ3つの対策

◇役場へ連絡。ジビエ協力隊が追い払いのお手伝いします。
◇可能な限り地域での追い払いも同時にお願いします。
　追い払いの目的は、サルに「人間が怖い」「集落に近づいてはいけない」ということを
教育することです。出没回数が減るまでには数カ月はかかります。焦らずに無理のない
ようにしましょう。
　次回11月は出没件数が増えてきた【アナグマ・アライグマ等小動物】の対策編です。

最後にサルが出没したら…

　犯罪被害を受ける可能性は、誰にでもあります。
犯罪被害に遭う人は特別な人ではなく、決して他人
事でもありません。平穏な暮らしの中で、犯罪は突
然起きるのです。
　犯罪被害者やその家族は、犯罪そのものやその後
遺症によって精神的、経済的に苦しんでいるにもか
かわらず、追い打ちを掛けるように、興味本位のう
わさや心ない中傷などにより名誉が傷つけられたり、
私生活の平穏が脅かされたりするなど二次的な被害
に苦しめられることが少なくありません。
　こうした犯罪被害者などの権利利益の保護が図ら
れる社会を実現させるため、平成16年12月に「犯罪
被害者等基本法」が成立しました。同法に基づき、
平成17年12月に「犯罪被害者等基本計画」が作られ
（令和3年3月第4次基本計画策定）、同基本計画に掲

げられた施策が進められています。
　また、毎年11月25日から12月1日までの1週間を
「犯罪被害者週間」として、犯罪被害者たちが置かれ
ている状況や犯罪被害者などの名誉または生活の平
穏への配慮の重要性などについて、理解を深めても
らうことを目的とした活動が展開されています。
　犯罪被害者やその家族が、再びそれぞれの平穏な
暮らしを取り戻せるように、周囲の人たちが、被害
者らの置かれた状況や心情を理解し、気持ちに寄り
添って、配慮した対応を心がけることが大切です。

犯罪被害者やその家族の人権について

参照：法務省人権擁護局“人権の擁護”

〈問い合わせ〉健康推進課 保健係　℡0967（67）2704

男性料理教室 参加者募集！
　村食生活改善推進協議会では、健康づくりのために啓発活動を行っています。今年度も男性向けの料理教室を、
以下の日程において開催しますので、料理に興味のある人や料理初心者の人などたくさんの参加をお待ちしていま
す。1回のみの参加でもOKです！ 詳しくは健康推進課 保健係へお尋ねください。※日程・内容については変更に
なる場合があります。

■対象者：村内在住の男性 ■場　所：保健センター　　■講　師：食生活改善推進員
■持参物：エプロン・三角巾・マスク ■参加費：無料
■申し込み：参加希望の人は、10月4日（金）までに、健康推進課 保健係へお申し込みください。

魚料理（鯖の味噌煮、ほうれん草のおひたし、
かきたま汁）

内容

10月7日（月）
午前9時30分～午後1時

簡単おせち料理12月9日（月）
午前9時30分～午後1時

日時

22 232024.10 2024.10


